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令和６年度第２回白井市子ども・若者育成支援協議会 

１ 開催日時 令和６年１２月６日（金） 午後３時から午後５時まで 

２ 開催場所 白井市役所東庁舎 １階 会議室１０１ 

３ 出 席 者 手塚委員長、佐藤副委員長、金成委員、井川委員、岡田委員、山本委員、 

福田委員、篠澤委員、田中委員、印南委員 

４ 欠 席 者 松田委員、宗政委員 

５ 事 務 局 西口課長（生涯学習課）、中原係長、三橋 

相馬課長（子育て支援課）、近藤副主幹  

６ 傍 聴 人 １名 

７ 議  題 （１）しろい子どもプラン（案）について 

８ 議  事 

（１）しろい子どもプラン（案）について 

○委員長 それでは、皆様よろしくお願いします。 

 今回議題は、しろいこどもプラン（案）について事務局から御説明いただきますが、皆

様には、説明を聞いていただいて、よりよいものをつくるための御意見を頂ければと思っ

ておりますので、３回ぐらいに分けて事務局の方に御説明いただきたいなと思っている

のですが、事務局の方、よろしいでしょうか。 

 目次を見ていただきますと、８章までございまして、１章から２章が１回目、２回目が

３章から６章、３回目が７章、８章ということで御説明いただくことにお願いしたいと思

います。 

 それでは、第１章から第２章まで、御説明お願いしてもよろしいでしょうか。よろしく

お願いします。 

○事務局 それではまず、素案のほうを御覧いただきたいと思います。 

 前回、８月に開催しました協議会では、次期こどもプラン策定について、ニーズ調査結

果やプランの骨子、施策などについて、御意見を委員の皆様に頂いております。 

 その後、白井市では、子ども施策に関係する関係課で組織しましたこどもプランの策定

委員会で、現在実施している事業の課題などから、その方向性を検討することや、ニーズ

調査などから課題を把握し、今回、目指す姿や具体的な取組を盛り込み、素案としてまと

めましたので、御意見を頂きたいと思っております。 

 それでは、しろいこどもプランの素案について御説明いたします。 

 説明につきまして、先ほど委員長からお話がありましたように、まず、範囲が広いので、

１章から２章、３章から６章、７章から８章の三つに区切って説明させていただき、それ

ぞれの区切りで委員の皆様からの御意見を頂ければと思っております。 

 それでは、素案を御用意いただきまして、目次をまず御覧ください。 

 全体を第１章から第８章までの構成としており、前回お示しした構成と、おおむね予定
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どおりのものとなっております。 

 本日は、本協議会が子ども・若者育成支援協議会ということでございますので、特に、

後ほど説明する第４章、ライフステージ別の支援の展開の70ページにあります青年期で

の支援、このプランに新しく対象として入った若者に関する取組などについての御意見

を頂きたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 それでは、第１章、計画の策定にあたって、１ページを御覧ください。 

 １ページから７ページの第１節、策定の背景では、策定の背景として、これまでのこど

もプラン策定に関わる法律や国の政策の変遷を記載していることや、前回の会議でも説

明させていただきました次期こどもプランで勘案しなければならない、こども基本法や

こども大綱の概要を記載しております。 

 ８ページ、９ページの第２節、計画の位置づけと第３節、計画の期間では、しろいこど

もプランがこども基本法に基づく市町村こども計画で、国が策定したこども大綱等を勘

案し策定されるとともに、しろいこどもプランに包含する計画や総合計画などの上位計

画との関係等を示しており、計画の期間は、令和７年度から令和11年度の５か年の計画と

するものになります。 

 10ページの第４節、ＳＤＧｓの視点を踏まえた計画では、市としても、国際社会全体の

共通目標を意識して取組を行うため、17の目標のうち、次期しろいこどもプランに関連す

る八つのゴールを示しております。 

 次に、第２章、白井市のこどもを取り巻く現状。11ページを御覧ください。 

 11ページから26ページにかけては、第１節、統計等から見られる現状として、白井市の

人口や出生率、就労状況の統計データや母子保健などのデータ、教育現場でのデータなど

からの状況や、現在策定している総合計画策定に係る人口推計に基づき、今後の白井市の

子ども・若者の将来人口を記載しております。 

 27ページから51ページまでの第２節、アンケート調査結果の概要から第４節、子育て支

援団体等インタビュー調査。こちらでは、前回会議で詳細を報告させていただきました、

子ども、保護者へのアンケート調査、子ども・若者のワークショップでの意見、子育て支

援団体等インタビュー調査の結果を抜粋して記載しております。 

 続いて、52ページから53ページ、第５節、白井市におけるこども・若者を取り巻く課題。

統計データでは各種ニーズ調査、これまでの事業実施から見えてくる課題として、52ペー

ジは、こども・若者を取り巻く課題、53ページとしては、子育て当事者を取り巻く課題の

二つでまとめております。 

 １番目、こども・若者を取り巻く課題は、（１）こどもの権利の保障として、こども大

綱にも重要事項として示されていますが、子どもの成長に当たって、子どもの権利が、ま

ず守られることが重要と考えております。自己肯定感や幸福感について、アンケート調査

等で、自分のことが好き、幸せであると思う子どもは多くいる一方で、そう思わない子ど
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もが一定数いることが分かりました。このことから、子どもの権利を子ども自身が知ると

ともに、社会全体に子どもの最善の利益が尊重されるようにすることが必要と考えます。 

 ２番目、生まれ育った環境に関係なく、夢や希望が持てる環境づくりとして、子どもの

充実した生活や、子ども自身から自ら育っていく力が養われるためには、家庭、学校、地

域での人との交流や体験が重要と考えております。子ども・若者のワークショップでも、

体験や交流を望む声がありました。このことから、子どもが置かれている環境にかかわら

ず、将来に希望を持つことができるよう、遊びや体験活動の機会を確保、創出することが

必要と考えます。 

 （３）安心して過ごせる居場所の充実として、子どものアンケート調査では、ほっとす

る場所が自宅である、友人の家であるが多かったですけれども、一方で、そのような場所

がない子どもや、悩み事を相談する人がいない子どもが見受けられました。このことから、

悩みを抱える子どもを支援する居場所とともに、ワークショップでも意見が多かったス

ポーツなど楽しめる居場所など、居場所の選択肢を増やすことが必要と考えます。 

 （４）ライフイベントへの支援の充実として、少子化が進む中、持続可能な社会をつく

っていくためには、世代が循環しながら、若い世代が地域社会で活躍していくことが不可

欠と考えております。就労や結婚に対して、子ども・若者のワークショップにおいても、

働ける場の創出や出会いの場の創出などの希望がありました。このことから、若者が自身

の将来の進路に明るい見通しを持って、人生におけるライフイベントに対して、希望がか

なえられるような支援が必要と考えます。 

 続きまして、２番目、子育て当事者の課題、（１）保健医療の充実と子育ての悩みへの

支援として、市統計データでは、初めて出産を迎える方が約４割おり、母子の心身の健康

に向けたきめ細かい保健、医療の支援が重要となります。 

 また、アンケート調査では、子育ての悩みなどについて、気軽に相談できる人がいない

という保護者が一定数おりました。このことから、地域において孤立し、悩みを抱えてし

まうことがないよう、子育て当事者一人一人に寄り添った相談支援の充実が必要と考え

ます。 

 （２）多様な教育・保育ニーズへの対応、子育てを楽しめる環境づくりとして、本市に

おける子どもの人口は減少しておりますが、若い世代が定住するには、幼少期の教育、保

育に関するニーズに対応していくことが必要と考えます。このことから、幼児期の成長に

欠かせない教育、遊びの充実、特別な支援が必要な子どもへの対応を含め、教育と保育を

一体的に提供する認定こども園やインクルーシブ保育の充実が必要と考えます。 

 また、保護者へのアンケート調査において、市に期待する子育て支援の充実では、子連

れでも出かけやすく楽しめる場所を求める声が多く、不安や悩みの解決に対する支援だ

けでなく、子育てが楽しめる場所の充実も必要と考えます。 

 （３）支援が必要なこどもや家庭に対する支援体制の強化として、本市の統計データに
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おいて、児童虐待の対応件数は、近年、横ばいで推移しておりますが、対応内容は複雑化

しております。 

 さらに、本来、大人が担う家事や介護などを子どもが家庭で担い、子どもらしい生活を

送ることができないヤングケアラーが社会的に問題視されており、学校や地域などと連

携して早期発見し、家庭への支援とともに、子どもの権利を守るための取組が求められて

います。 

 （４）地域全体で子育てを支える環境づくりとして、子育ては家庭が基盤となりますが、

家庭での養育が困難な子どもには、できる限り家庭と同様の養育環境や、成長に欠かせな

い様々な体験の機会などを確保するなど、地域の目で子どもを見守り、子育て家庭を地域

社会全体で支えることが重要です。 

 地域で活躍する子育て支援市民団体等へのインタビュー調査では、学習支援の応募者

が増えている、食材配布希望者が増えているなどの意見があり、行政と市民団体、事業者

などが連携した幅広い支援が求められています。そのためには、地域で子育て支援活動を

するボランティアなどの人材育成、活動場所確保や運営費等の支援も必要と考えており

ます。 

 以上、今お話ししたものにつきまして、次期こどもプランの白井市における課題といた

しました。 

 以上、第１章と第２章の説明を終わらせていただきます。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、今、御説明いただいた第１章と第２章のところにつきまして、御質問や御意

見ありましたらお聞かせいただきたいと思います。よろしいですか。 

 それでは、●●委員、お願いいたします。 

○委員 0歳から14歳の人口が結構2,000人くらい減っているという、あとはそんなに変

化がないのに、この0歳から14歳が減ることが、どういう理由か、市では把握しているか

どうか確認したいのですけれども。 

○委員長 そのあたりのことを事務局の方、お願いします。 

○事務局 御意見ありがとうございます。 

 これまで、出生数は年間300人以上あったのですけれども、それが徐々に減っていって

いるところもございますし、社会増減では、開発による転入が一時期に比べて落ち着いて

いるというところがございます。 

 そういったところで、この年代のこどもの数は減少していますが、25ページのこども・

若者の数は、将来目標人口と書かせていただいています。市の最上位計画である次期総合

計画策定に際し、人口推計をしているのですけれども、令和６年度までの実績から、どの

ように今後、人口が推移していくのかというところで、次期総合計画の策定においては、

土地利用に基づいて企業誘致や開発そして、子育て支援施策など、そういった若者の定住
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施策を打つことによって、こどもや若者の数を増やしていきたいと考えております。以上

です。 

○委員 分かりました。結局、0歳から14歳のお子さんのいる家庭が、白井市内の住宅で

はなくて、ほかの地域の住宅に移動しているということもあるということですか。生まれ

る数としては300というので、ここで見ると、平成30年から６年の間に2,000人が移動とい

うのはすごいなと思って。印西市とかほかの地域でおうちを買ったのかなと思ったので

すけれども。 

○事務局 そういった転出入など、社会増減の面もあります。それと全国的な問題なので

すけれども、結婚する人が少なくなっていたり、晩婚化が進んでいるなど、こどもの出生

数というところもあるかと思います。 

○委員 特に減っているのが0歳から14歳になるのですけれども。11ページです。 

○事務局 26ページのほうの話をしてしまっていたのですけれども、すみません。その年

齢のところというのは、出生数も減少もありますが、住宅開発というのも一旦落ち着いた

というところもありまして、そういったとこから、こどもの数というのは減ってきている

のかなというふうに思います。 

○委員 分かりました。ありがとうございます。 

○委員長 ありがとうございます。 

 ほかに御意見頂戴したいと思うのですが、いかがですか。 

 ●●委員、お願いします。 

○委員 御説明ありがとうございました。私も、この若年層のところが減っているのがと

ても気になって、全国的にこの傾向はあると思うのですけれども、例えば、未来を描いて

いる人口の数があったと思うのですけれども、それに対して何か、例えば、流山市の母に

なるなら、流山みたいな打ち出し方というか、このまま計画を描いているだけでは増えて

いかないと思うのですけれども、何か具体的に考えていらっしゃることがあるかどうか、

お伺いしたいなと思いました。よろしくお願いします。 

○委員長 事務局の方、お願いいたします。 

○事務局 御意見ありがとうございます。白井市としては、人口も含めて様々な循環が必

要と考えています。後ほど、施策の事業については説明させていただきますけれども、こ

どもプランでは、保育や幼児教育の充実、子育て当事者の皆さんに子育てを安心してでき

るような環境づくりなど、白井市に人を呼び寄せるような施策というのは、もちろん必要

というふうには考えていますが、こどもプランだけでは解決できないもの、土地利用、企

業誘致とか開発など、そういったところも総合的に考えて人の流れを呼び込んでいくこ

とが必要と考えています。まず土台がないと、人が入っていきませんので、まずは、そう

いったところを白井市全体として施策を打ちながら、にぎわい創出や先ほども触れた子

育て環境の充実などを打ち立てていきたいというようなことは考えております。 



 - 6 - 

○委員 どうもありがとうございました。 

○委員長 ありがとうございました。 

 他に御意見ありますか。 

 また次の説明がありますので、まずはそちらに進みまして、また質問が出た場合には、

１章、２章の内容でも構いませんので、お話しいただければと思います。 

 それでは、第３章からの御説明よろしくお願いいたします。 

○事務局 それでは、第３章から６章について御説明いたします。 

 54ページをお開きください。 

 第３章、めざすまちの姿、第１節、めざすまちの姿について、現行のしろいこどもプラ

ンのめざす姿は、現行の総合計画の戦略事業「若い世代定住プロジェクト」の「子育てし

たくなるまちづくり」からきております。 

 その中で、取組目標には、「地域全体で子育てを支える」という基本的な目標がありま

す。この「地域全体で子育てを支える」という視点は、継承していきたいと考えておりま

す。 

 また、１年後に策定される次期総合計画の市のビジョンを示す基本構想を現在、企画政

策課を中心に策定中でございますが、総合計画においても、引き続き、めざすまちの姿の

要素として、若い世代が定住するまちを、その一つとしております。定住するまちの中に

は、地域全体で子育てを支えることや、若い世代がコミュニティに関わって地域が活性化

することを目指しており、子ども、若者が地域で活躍することによって、世代がつながり

ながら循環していくまち、それがプラスに作用して好循環を生み出すまちというのを目

指す方向性としております。 

 このことから、こどもプランにおいて、人と人とが交流し、つながり合っていき、地域

で支え合い、それによって子どもたちが幸せの好循環を生んでいくことを目指していき

たいということで、この目指す姿、"オールしろい"でつなぐ こどもの幸せ（ウェルビー

イング）としました。 

 オールしろいでは、地域全体で支えるという意味合いがあります。まちづくりは、行政

だけでなく、市民、事業者などかかわる地域社会全体で推進していくという、市長の考 

えもあり、このような言葉としました。 

 こどもの幸せ（ウェルビーイング）については、総合計画においても、時代が変わって

も不変である基本理念の根底として、市民一人一人がそれぞれの幸せを実感できること

としていることから、この幸せとして、ウェルビーイングは、国のこども大綱でも目指す

ものとして掲げており、将来にわたって幸せが続くことを示しているものになっており

ます。 

 そして、そのスローガンの下に、こどもプランに示すそれぞれの子ども、若者、子育て

当事者がどのような幸せな状態を目指すかが、それぞれの幸せ、ウェルビーイングを記載
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しているものになっております。 

 55ページの第２節、施策の展開は、めざすまちの姿を実現するための施策展開として、

前回の会議でお示ししました。骨子のとおり、ライフステージ別の支援の展開、ライフス

テージを通じた支援の展開、子育て当事者への支援の展開を示しております。 

 56ページの第３節、事業の一覧は、55ページの施策に対しての具体的な事業、取組内容

である102の事業を記載しております。 

 この具体的な事業については、59ページ以降の第４章でライフステージ別、第５章でラ

イフステージを通じた展開、第６章にて子育て当事者への支援とあり、参考資料の１で説

明させていただきます。 

 参考資料１のＡ３の次期しろいこどもプラン施策展開別取組事業案を御覧ください。 

 これは、次期こどもプランの施策別展開の事業案となり、1ページから2ページにかけて

はライフステージ別の展開、3ページはライフステージを通じた支援の展開、4ページは子

育て当事者への支援という三つの展開になっております。 

 施策に連なる事業については、庁内の関係課の担当者や部課長で組織する策定会議に

おいて検討するとともに、次期総合計画との連動もございますので、企画政策課や財政課

との協議を行い、事業案が出されたところになっております。 

 表の見方としては、中央の担当課から左が新しいプランの事業番号と事業名、グレーの

部分は現行事業とその方向性が記載され、左右で対比して、その事業が新規なのか継続な

のかが分かるものの表になっております。 

 次に、この参考資料のＡ４のほうの1ページを御覧ください。 

 先ほどのＡ３の事業全体の状況について、簡単にまとめたものになります。 

 まず、◎取り組み総事業数については、既存のこどもプランは93事業ですが、次期こど

もプランについては102事業となり、９事業の増加となります。事業増加の要因としては、

こども基本法やこども大綱に基づき、若者の施策が対象となっていることが主な要因と

なっております。 

 次の事業の方向性などについては、既存の事業の動きが御覧のようになっております。 

 この中でも、新規事業が22事業あります。新規事業の中でも、①として、純粋な新規事

業は14事業となり、2ページから3ページに記載のある事業となります。②として、既に取

り組んでいますが、今回のこどもプランへの掲載が新規となるものが８事業となり、４ペ

ージに記載の事業となっております。 

 この具体的な事業の説明については、こどもプランに新しく入った若者の支援、素案で

いうところの70ページから72ページの青年期は新規事業が多くあることから、新規14事

業を中心に説明させていただきます。素案の59ページからの事業の概要が記載されてい

るページを併せて御覧いただければと思います。 

 参考資料の2ページに記載のうち、事業番号でいいますと、上から23番から54番までの
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６事業は、ライフステージ別の支援の展開の幼児期、学童期、思春期までの事業となり、

まず、こちらを説明いたします。 

 幼児期の教育・保育の充実については、23番、教育・保育の一体的提供と24番、インク

ルーシブ保育の推進が新規となり、子育て当事者支援に係る課題にもありましたが、これ

までの幼児教育、保育においては、待機児童対策に主眼・重点を置いて取り組んできまし

たが、幼少期の教育、保育に対するニーズは多様化し、その質の向上が求められています。

このことから、既存の幼稚園や保育所の一部について、教育、保育の一体的提供を行う認

定こども園への移行を支援することや、国籍や障害の有無にかかわらず、必要な支援を受

けながら、ともに育ち合う環境づくりとして、インクルーシブ保育を推進していくもので

す。 

 次、家庭での子育て支援については、27番、こども誰でも通園制度は、全国的な制度と

なり、全ての子どもの育ちを応援することなどを目的に、0歳６か月から２歳の保育所等

を利用していない子どもに、家庭とは異なる経験や家族以外の人と関わる機会を提供す

るほか、保護者の孤立感や不安感の軽減につないであげるものです。28番、地域子育て支

援拠点事業（地域子育て相談機関）は、現在、市には家庭で子育てを行っている保護者が

孤立しないよう、子どもを遊ばせながら、子育ての情報交換や仲間づくりができる子育て

支援拠点が６拠点あります。この拠点に地域で気軽に子育ての相談ができる機能を設置

し、さらに市のこども家庭センターとの連携することで、児童虐待へつながらないよう相

談機能を強化するものになります。 

 学校生活の充実と地域連携の推進については、41番、平和教育事業は、市内の中学生が

被爆地を訪問し、戦争の悲惨さ、平和の尊さを学び、現地で学んだこと、平和の大切さを

自分で周りの人たちに伝えたり、各学校の全校集会などで活動報告を行うもので、学びだ

けでなく、こういった体験、経験が子どもたちの成長や活躍のきっかけづくりにも寄与す

る事業となります。 

 次に、地域での多様な居場所づくりについては、54番、児童育成支援拠点事業は、先ほ

ど御説明しました課題や目指す姿にもあります、地域全体で子育てを支援するという視

点で、こども食堂、学習支援、相談・生活指導が一体になった子どもの居場所の拠点をつ

くるもので、このような一体的な拠点を実施する事業などへ市が支援することによって、

多様な居場所づくりを推進するものです。 

 以上が、幼児期、学童期、思春期までの新規事業となります。 

 次に、事業番号59番から64番までの４事業、ライフステージ別でいうと70ページからの

青年期での支援に該当する事業を説明します。 

 この青年期での支援では、課題でも触れますが、若い世代が人生のラッシュアワーと言

われる様々なライフイベントが重なる時期において、若者の多様な価値観、考え方を大前

提として、若い世代の視点に立ち、就労、結婚への希望の形成などを支援していきたいと
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考えております。 

 次に、若者への就労支援として、59番、若者就労支援事業は、若者が経済的な不安がな

く、将来への展望を持った生活の促進を図るため、就労を希望する若者に対し就労のミス

マッチなどをなくすため、支援事業を行っていくものです。結婚を希望する場合も同様に

安定した経済的基盤がないことが障壁になっていることから、早期の離職や非正規の職

を転々とすることなど、就労のミスマッチなどを抑制する支援を行うものになります。 

 あと、この就労支援事業については、純粋な新規ではありませんが、参考資料4ページ

の事業番号60番には、起業希望者への相談支援として、創業支援事業があります。これま

でも市では、商工会と連携して、経営・創業なんでも相談や創業のための講座を実施して

きましたが、拡充という意味合いにもなりますが、創業のための補助事業を検討する方向

です。 

 続きまして、若者の出会いの機会・場の創出として、61番、ライフデザイン事業は、若

い世代が自分自身の将来設計、ライフデザインを考える機会、一人一人が結婚を含む希望

する人生の実現につなげるきっかけづくりとして、様々な人生のライフイベントに柔軟

に対応できるよう、知識や情報を学び考える機会を提供し、支援するものになります。63

番、結婚応援事業は、交流や結婚を希望する若い世代に対し、新たな出会いの機会・場を

提供することにより、結婚を含む希望する人生の実現につなげるきっかけづくりを支援

するものになります。千葉県との連携のほか、周辺自治体との連携などによる出会いの場

など創出のための取組を行っていくようなものになります。 

 結婚に伴う新生活スタートアップへの支援として、若い世代が安心して結婚し、市内で

結婚生活が送れるよう、新生活に関わる経済的支援を実施し、若い世代の結婚と定住促進

を図るもので、具体的な支援内容については、新生活に係る費用の負担軽減のために、婚

姻に伴う住宅取得費用、リフォーム費用、住宅賃借費用、引っ越し費用の経済的支援を考

えております。 

 次に、参考資料3ページの事業に行く前に、青年期での支援となる若者やその家族に対

する相談体制については、素案の72ページを御覧ください。 

 続きまして、ニート・ひきこもり等、相談体制への充実として、これまでも実施してい

る事業になりますが、65番、ニート・ひきこもり相談会、37番、生活困窮者自立支援（白

井市くらしと仕事サポートセンター）の二つの事業があります。相談会を実施するととも

に、自立へ向けた支援機関である、くらしと仕事サポートセンターと連携した支援をして

いくことになります。 

 Ａ４の参考資料に戻りまして、3ページを御覧ください。 

 ここからの施策の事業は、第５章にあるライフステージを通じた支援の展開にあるも

ので、若者にも通じる事業も含まれております。 

 地域での多様な遊び・体験の機会づくりの推進として、74番、こども・若者の活躍機会
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の仕組みづくりは、子ども、若者のワークショップにおいて、子ども、若者自身が地域に

おいてお店を出したり、イベントを実施するなど、人々の交流による活気と楽しさがある

まちを目指したいという意見が多くありました。このことから、地域の方たちとも連携し

てイベントづくりなどができるような支援を行っていくものになります。 

 76番、こども・若者の活動の場の整備は、子ども、若者のワークショップにおいて、年

齢に関係なく誰でも遊べる公園や、サッカーゴール、バスケットゴールのあるような公園

や、ボール遊びができるような公園などの意見が多くありましたので、このことから、そ

ういった場を整備することにより、地域での同世代や他世代との交流活動や体験により、

健やかな成長へつながっていけたらばと思っております。 

 続きまして、児童虐待防止対策。83番、子育て世帯訪問支援事業は、家事、子育て等に

対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラーなどがいる家庭の居宅を

訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、子育てなどの

支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスクなどの高まりを未然に防

ぐものになります。 

 84番、親子関係形成支援事業は、子どもへの関わり方に悩みや不安を抱えている保護者

に対して、講義やグループワーク、ロールプレイを通じて相談支援をし、良好な親子関係

の形成を図っていくものになります。 

 以上、第４章、ライフステージ別、第５章、ライフステージを通じた展開の新規事業に

なります。 

 素案の84ページからの第６章、子育て当事者への支援につきましては、第４章と第５章

で取り組む事業と重なるものが多くありますが、重ならない経済的支援については、93番

の子ども医療費助成事業について、令和４年度から開始した高校生年齢までの助成を引

き続き実施していくことなどの取組を行います。 

 また、91ページのひとり親家庭への支援として、102番のひとり親自立支援教育訓練及

び高等職業訓練促進事業により、就労や資格取得に対しての給付金事業を引き続き実施

していくこととしております。 

 以上、２番目の取り組む事業などにつきましての説明を終わらせていただきます。 

○委員長 御説明ありがとうございました。 

 今、第３章から第６章までの御説明いただきまして、子ども、若者、子育て当事者とい

う形の事業の特に新規のことにつきまして、Ａ４の参考資料に基づいて御説明いただき

ました。ありがとうございました。 

 その中で、皆さんに何か分からないことや、お聞きになりたいことがありましたら御意

見を頂戴したいと思っております。いかがでしょうか。 お願いします。 

○委員 ２点ございます。 

 １点目は、63番の事業についてなのですけれども、今の若者たち、Ｚ世代と言われる子



 - 11 - 

たちの結婚願望自体は、七、八割あるのですよね。 

 ただ、どういうお付き合いをすればいいのかということが分からないという若者が多

く、結婚、出会いは、彼らは若いからあるのですけれども、交際に至るとか、交際の方法

が分からないというのですね。そういう部分のサポートもしていくことが必要じゃない

かなというのが１点です。 

 最近だと、ここに来る途中に出会った23歳若者と話しをしたのですけれども、結婚願望

はあるのですよね。ただ、そこに至るためのプロセスや道程が示されていないというのは、

彼らには分からないというふうなのがあるので、そこのサポートができたら、結婚の拡充、

その応援事業から市民生活の事業へとランクアップできるんじゃないかなというところ

が１点ございます。 

 あと、２点目が、最近とみに私のほうにも相談というか、様々な方と接していて考える

ところではあるのですけれども、確かに子育て政策であるとか若者政策って、非常に今回

充実してきたなというふうに思うのですけれども、どのようなペルソナをつくるかとい

うところが非常に難しいなと考えておりまして。全ての親の方が、これを理解できるわけ

じゃないのですよね。非常に難しいところではあるのですけれども、いわゆる理解力があ

る親ならば、制度もつながりやすくなるとは思うのですけれども、理解力がなかなか難し

い方であるとか、そもそも困難な家庭であるとかというのは、例えば、生活困窮者自立支

援につながるのかというと、つながらないです。学校側から説明していただいたりとか、

警察から御紹介いただいたとしても、自分が今どんな制度を使って、どんな支援を受けて

いるか分からないという方も、かなり、そういう支援のお世話になるということは、そう

いうふうな方ではあるのですけれども、そういうケースを見まして。だから、大抵二つか

三つのペルソナを仮定した人物像というのを設定して、政策を執行していくことが必要

ではないかなというふうに考えております。 

○委員長 ありがとうございました。 

 そのあたりは、どのようにお考えなのでしょうか。よろしくお願いいたします。 

○事務局 御意見ありがとうございます。 

 まず１番目の交際の仕方が分からない若い方が多いんじゃないかということのサポー

トをするというところについてですけれども、我々も、この結婚応援事業というのは、ど

ういうことを一番やっていったらいいのかというところが悩みどころではあり、実際に

は、来年１年は検討をさせていだだく期間とさせていただくことにしております。 

 今、千葉県でも、結婚応援事業を始めており、インターネット上の仮想空間で、自身の

アバターでお見合いをすることを実施しておりまして、なかなか面と向かって会うのが

恥ずかしい人は、そういったところから参加できるようにしています。 

また、我々も、こども家庭庁が主催するオンラインのセミナーに参加したりしているの

ですが、その中で面白い事例がありました。結婚応援として、お見合い的なイベントをす
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る際に、受付、司会からカップルの発表まで、企画を高校生が実施しているという事例が

あり、それを聞いてすごいなと思ったのですけれども、それを高校生がやることによって、

男女の駆け引きとか、大人の恋愛事情がわかり、目で見て、体験してみて、こういうふう

にみんな恋愛や婚活しているんだなとか、そういったところも分かってくるということ

でした。そういったところからいくと、中学校もしくは高校生といった時から、恋愛もそ

うですけれども、早いうちに人生のデザインしていくことが重要と考えており、白井市も

事業番号61番に「ライフデザイン事業」がありますが、支援をしていくにも、体験という

ことがいろいろ重要になってくるのではと思いました。先ほど委員さんも言われていた

とおり、結婚新生活支援につながるまでの間の事業も大切と考えております。 

２番目の子育て支援についても、全ての方がなかなか理解できるわけではないという

ことがあるということですけれども、子育て当事者として悩みがあったり、何か困ってい

ることがある方で、自分の意思で市役所などに相談ができる方は多いかと思いますけれ

ども、そうでない方もいます。市では取り組みとして、「こども家庭センター」という子

育て支援課、健康課、保育課や教育委員会などと連携した相談支援を実施しています。そ

の中で、妊娠、出産の際には、経済的支援とともに必ず面談をすることになっています。

この時に保健師さんなどが、家庭の状況や子育ての不安などの聴き取りをして、支援が必

要と思われる家庭には、アウトリーチ、手を差し伸べるという、そういったところに気づ

くところを重点的に白井市としてはやっていきたいというふうに考えています。 

さらには、行政だけでなく、地域で居場所づくりをして支援している市民団体や民生委

員、児童委員などを含め、地域の方々のいろいろな目を通じて、手を差し伸べてあげると

いうところが必要かなと思っております。 以上です。 

○委員 ありがとうございました。交際経験とかそういうことに関して言えば、高校とか、

今現状どんなものかなと思うのですけれども。●●委員、いかがですか。 

○委員 恋愛禁止とか、そういうことは一昔前の話だったのですけれども、特に生徒が手

をつないで学校の中を歩いているとかということも、たまには見かけたりすることもあ

ります、正直なところ。あとは、男女で歩いて登校してくる姿とか、そういう姿はありま

すけれども、それは別にこっちが教えたわけではないので、自然とそういうふうにやって

いるというか。逆に、全然そういうのに疎い子もいるなというのは、見ていて分かる部分

があるので、どういうふうに、そういうところを教えていくのかというのは、非常に難し

いところかなというふうには思っております。 

○委員 ありがとうございます。そうなると、高校生世代と今の結婚適齢期の方と断絶が

起きているということなのですかね。高校生世代の方は、ごく自然に交際経験を積んでい

ると仮定します。仮定するとしたら、結婚適齢期世代の方は、そういう経験が脆弱であっ

たりとか、なかったりとかするということは、そこで何かしらのパラダイムシフトが起き

て、交際できない世代というふうに捉えるというやり方もあるのかなとは思うので、この
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１年、模索していただければと思います。 

○委員長 ありがとうございました。 

 ほかにいらっしゃいますか。 ●●委員、お願いいたします。 

○委員 よろしくお願いします。41番の平和教育事業のことなのですけれども、御提案を。

学校内で一部の生徒さんが、被爆地とかに赴いて学習をし、それを校内で共有するという

活動だと思うのですけれども、それもたしか30年ぐらい前から行われていることで、意外

に結構定着しているかというと、そうではないような気はしますし、いじめなんかの防止

にも平和教育ってつながってくると思うので、力を入れたいところかなと私も思うので

すけれども。 

 今、白井市だと、修学旅行、中学校だと京都と奈良の方面が多いんじゃないかと思うの

でけれども、今インバウンドの外国の観光客の方が多いために、計画したようなスムーズ

な修学旅行ができないという状況になっているようなのですね。計画したバスに乗れな

いとか。そこで、やっぱり広島に修学旅行、中学校で持っていったらどうかなんていうの

は、他市でも案として出ているところなのですけれども。お金もかかることなのですが、

一歩進んだ平和教育ということで、どうお考えかなと思いました。 

○委員長 よろしくお願いいたします。 

○事務局 御意見ありがとうございます。これまでも一歩進んだ平和教育ということで

白井市としては、現地に実際に行って、体験するというところが一番重要なところを捉え

ています。また、現地で見聞きした貴重な体験を、帰ってきたら、他の生徒に報告して、

皆に伝えるなど、活躍の場というところも意識した事業となっています。新規事業ですの

で、まずは実施してみて、より発展できることがあれば修正を加えていくと考えます。市

外から見たときに、教育の充実というものがあれば、白井市に行きたい、行ってみたいな

とか、そういった視点もあるかと思いますので、御意見として、教育委員会のほうにはお

伝えさせていただきたいと思います。 

○委員長 よろしいですか。ありがとうございます。 

 ほかにいらっしゃいますか。 

 ありがとうございます。●●委員、お願いします。 

○委員 どうもありがとうございました。91ページのひとり親家庭への支援というとこ

ろなのですけれども、私の知っている人というか、これらの支援があるのは知っていて、

仕事を持っていて収入もあるのですけれども、やっぱりそんなに収入は多くなくて、困窮

とまで行かないけれども、最低ラインが低過ぎて何ももらえませんみたいな方がいるの

ですけれども、最低ラインをもう少し引き上げてもらえないかとかと言っているような

方がいらっしゃいました。 

 私、子どもが小学６年生で、６年生を送る会みたいなＰＴＡの活動もしていて、３月に

送る会やるのですけれども、数千円の会費を集めたときに、結局は払ってくれたのですけ
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れども、少し考えてしまうような御家庭の方がいらっしゃったので、この辺の支援がもう

少し。仕事を持っている方も、そんなに裕福ではないみたいな方がいるということが分か

ったので、最低ラインを引き上げてほしいという声がありましたというのが一つと。 

 すみません、ここのページにどこも当たらないかもしれないのですけれども、以前、白

井市って、オーストラリアのキャンパスピでしたっけ、地名忘れちゃったのですが、姉妹

都市で高校生の交換留学とかもしていたと思うのですけれども、コロナで切られてしま

ったという。私の知り合いが、それで３年間、高校オーストラリアに行っていた子がいて、

なくなっちゃったので、すごい悲しがっていたので、何かそういう、また再開というか、

そういうのも考えていただきたいなと思って。このナンバーには当たらないのですけれ

ども、コメントさせていただきます。よろしくお願いします。 

○委員長 それでは、事務局の方お願いします。 

○事務局 御意見ありがとうございます。まず、ひとり親家庭への支援につきまして、収

入に応じた経済的支援の幅をもう少し広くというところだと思いますが、国の制度とし

て児童扶養手当があり、所得に応じて手当が支給され、所得制限があるのですが、今年の

１１月から所得制限が緩和されており、手当てを受けられる対象者の幅が広くなります。

それに伴って、市独自で実施している学習支援事業についても、ひとり親家庭で児童扶養

手当を受けている家庭を対象にしていますので、対象となる家庭が増えてくることにな

ります。そういったところを徐々にですけれども、国の制度と併せて支援の幅が広がって

いるところはある状況です。 

 もう一つの国際交流の関連になりますが、次期こどもプランに42番の青少年国際交流

の事業があり、これがオーストラリアとの交流の事業になります。コロナ禍は確かに実

施できませんしたが、市としては、実施する方向で事業化をしている状況でございま

す。以上です。 

○委員 どうもありがとうございました。 

○委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ほかにいらっしゃいますか。 

 私のほうで、新規の事業、14事業上げていただいてくださっていて、若者の出会いの機

会と、結婚に伴う新生活のスタートアップ支援と74番については、関係各課と書いてある

のです。これ、まだどこがやるか決まっていないということなのでしょうか。お伺いでき

ればと思います。お願いします。 

○事務局 現在、少子化対策といったところは、総合計画を担当している企画政策課が主

になり、こどもプランを策定するうえで子育て支援課も連携して若者の出会いの機会や

結婚の支援などを協議して事業化いたしましたが、今後、組織の再編等があるかもしれま

せんので、今のところ関係課と書かせていただいております。決まり次第、担当課を記載

させていただきます。 以上です。 
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○委員長 ありがとうございます。 

 先ほど、相馬課長もおっしゃってくださった、本当にニーズを必要な人に届いているの

かということを考えると、届くようにしたいという文言はいっぱい入っているのですけ

れども、さっきおっしゃってくださったアウトリーチは全然入っていなくて、文言として。

なので、その辺を入れる予定というのはないのですかという問いかけみたいな感じなの

ですけれども。多分、本意としては伝わるのですけれども、具体的にどうするということ

は全然書かれていないので、１か所ぐらいでもあればどうかな。そういう言い方もあれな

のですけれども、触れてはいるけれども、具体的内容は書いていないので、その辺は、今

後書くという御予定はあったりしますかというのをお伺いしたいのですけれども、よろ

しいですか。 

○事務局 その「アウトリーチ」という言葉、重要視はしているのですけれども、書かれ

ていないというところで、例えば、先ほども申し上げた、こども家庭センターという各課

が連携して、切れ目のない相談支援を行うというところでございますので、このこども家

庭センター事業の中での記載を検討させていただきます。 

○委員長 ありがとうございます。自分がこういうことで困っているのだけれども、それ

を助けてくれる何か制度とか人がいるのかというのは、多分分からなかったり、どこに行

ったら相談できるのか。あとは、自分が何か本当は抱えているけれども、抱えていること

すら気づかないで、忙しく働いていたりするような人って、きっとたくさんいらっしゃる

んじゃないかなと思って。その埋もれている人たちに、さっき多分おっしゃったことは、

手を差し伸べるといいますか、その人たちに対して、こういうことがあるんだよとか、ぜ

ひ話に来てねというのか、話にこっちが行くのかというのは、多分スタンスの大きな違い

はあるのではないかなと思うのですけれども、そのあたりはどうですか。 

 私、委員長で、私があんまり言うのも何なので、●●委員、委員長の次、お願いします。 

○委員 委員長御指名ということで。 

 この計画自体もそうなのですけれども、我々がターゲットとしている子どもというも

の自体が、極めてマイノリティ性のある存在なのだろうなというところを、まず共通認識

として持っていかなければいけないと思うのです。 

 子どもがいる世帯って、全世帯からはじくと18.1％なのですよね。さらに、ひとり親に

なると大体119万人というふうに計算していくと、そこからはじくと、ひとり親の生活保

護世帯って0.6％で。そうなってくると0.6％の世帯に、どれだけの政策を注入するかとい

う話であるとか、就学援助が７％と出ていましたけれども、今回、白井市のところが、ひ

とり親世帯数が出なかったので、はじけなかったのですけれども、多分そのくらいかなと

思うのですけれども。大体、子どものいる世帯が18％として、その中を、それを全数とし

ても、ひとり親は12％いるわけですよね。18％の中の12％がひとり親なわけですよね。そ

こから、さらに算出していくと、ひとり親で、かつ生活保護世帯というのは大体6.2万世
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帯あるのですのでとなると、5.21％という形になるという感じですね。ひとり親かつ生活

保護となると。だから、その５％ないし全世帯数から見ると0.6％であると。その中にど

れだけの予算と人員ですよね。本当に市役所って人足りないじゃないですか、正直。毎日

残業もあるし、今日も、これ終わったら、また残業ですよね、きっと、となると、本当に

人が少ない中で、どれだけいいのですかというような解釈が大切ではあるので。広げるこ

とも大切なのですけれども、まず優先順位をつけることというのも大事じゃないかなと

思うのですよね。 

 特に、私も家庭、児童の分野ではあるのですけれども、ひとり親さんであるとか、生活

保護のひとり親さんって非常に厳しい立場に置かれているのですけれども、先ほどお伝

えしたように、プラスアルファで、理解が難しい方が非常に多いし、低学歴、高卒である

とか中卒であるというのは、20代、30代で７割を超えているというデータも出ている中で、

彼ら、彼女らに分かりやすい内容じゃないと、そもそも届かないし、利用はできないしと

なると、多分、これを読むのも無理だと思うのですよ、彼らからしたら、と思いますよね。 

 ●●委員、すみません、ですよね。 

○委員 そうです。 

○委員 後で補足いただければと思うのですけれども。というふうに考えると、分かりや

すい政策プラス優先順位をつけたアウトリーチというのが、まず行っていくことかなと

いうのは思っているのと、我々自身が極めてマイノリティ性の高い人たちを相手にして

いるのだよということは、共通認識として持つのも大事かなと思いますので。 

 ●●委員、お願いします。 

○委員 今おっしゃっていること、非常に分かるなというのは。警察もいろいろな人を取

り扱うので、学歴だとか理解力高い人、低い人もいれば、障害があったりする理由でとい

うのもあるので。 

 ただ、計画としては、こういったものでやって、いろいろ広くやるというのは重要なの

かなというふうに思いますし、ひとり親で生活保護の人をやっぱり助けてあげなきゃい

けないよねというふうに思いますので。私の意見としては、そういった人を、困っている

人を助けてあげられるようなプランをつくっていくのがいいのかなというふうに感じて

います。 以上です。 

○委員長 ありがとうございました。 

このプランはプランとして、もし何かあれば、さっき、ひとり親の方々が利用できるよ

うなものに、何か絵とかにして分かりやすくするとか、そういうことで提供しやすいよう

にするという努力というのは必要かなと思います。そうすると、こんなことあるんだとい

うことに知ることができるし、説明を受けたとしても、説明が理解しやすいと思うので、

そういうようなツールも作ることは、今後も作っていったほうがいいかなというところ

はあるかなと思うので、今後、御検討いただければなと思います。ありがとうございます。 
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○委員 一緒の補足なのですけれども、居場所であるとか、そういうところを、子ども食

堂とかを入り口にするという御意見が事業としてはあったと思うのですけれども、そこ

に携わる人たちが制度を理解していないと届けられないと思うので、ここの事業名じゃ

なくて、分かりやすい名前でのパンフレットなどを作っていただければ。 

○事務局 ありがとうございます。 

情報発信の仕方については、まだ課題があると捉えていて、数年前に子育て関係を一元

的に集約したホームページ、しろいまっちという情報サイトの中で子育てやこども関係

の情報を発信しているのですけれども、まだまだいろいろなコンテンツ的なものが足り

ない状況は認識しております。先ほどから言われているような、分かりやすいパンフレッ

ト、多くの皆さんが見るネット上の情報、ＳＮＳの情報を充実はさせていきたいと考えて

おり、こどもプランの事業においても、子育て支援の情報提供の事業を行うこととしてい

ます。 以上です。 

○委員長 ありがとうございました。今、居場所づくりの話も出ましたので。 

○事務局 居場所づくりのことについては、市内で居場所づくりを行っている市民団体

や事業者等と、毎年、意見交換会を実施しており、運営資金のことや人材が不足している

ことなど、いろいろな課題や情報を共有する機会をつくっています。そういったところで

も、わかりやすいパンフレットを作成して配るなど、工夫してやっていきたいというふう

に思っています。 

○委員長 ありがとうございました。居場所のことも、今、御説明いただきましたので、

あと、居場所の方の人材育成と、その方との連携というところがうまくいけばというふう

に思うので、ただ場所をつくればいいだけじゃないので、そこの方たちがどうやって本音

を引き出せるかとかいうことも踏まえて、人材育成というのは非常に重要な課題だなと

も思ったりもしました。ありがとうございました。 

 それでは次に、３回目の部分の御説明を事務局の方にお願いしたいと思います。第７章

からですね。お願いいたします。 

○事務局 それでは続きまして、最後に第７章では、本当に続きの御説明をさせていただ

きたいと思います。 

 第７章につきましては、簡単ではありますが、次のように説明させていただきます。 

 第７章、白井市子ども・子育て支援事業計画。素案92ページから113ページにつきまし

て、25ページで説明しました子ども、若者の今後の数に基づき、幼児教育や保育、各種子

育て支援サービスの量の見込みと、その確保方策について記載しております。これは国が

定めた法定の計画部分になっております。 

 基本的には、サービスの見込み量に対し、確保方策ができる計画となっておりますが、

開発等により住宅が供給されるなど、この計画以上に需要増があった場合には、特に保育

などについては、需要の推移を踏まえながら、必要性や整備するエリア、定員数について
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具体的な検討を進めてまいります。この変更がある場合には、計画などを見直しつつ、も

う一つ、市の附属機関である子ども・子育て会議に諮るようになってまいります。 

 簡単ではございますが、第７章については、このような説明とさせていただきます。 

 最後に、第８章について御説明いたします。114ページを御覧ください。 

 第８章、計画の推進にあたって。第８章では、計画の推進体制と進行管理などになりま

す。 

 ここでは、主に116ページにある４、本計画の目標・指標について説明します。 

 この目標指標は、54ページのめざすまちの姿にある子ども、若者、子育て当事者が、５

年後、ウェルビーイングな状態にどれだけ近づいたかを評価するため、それぞれの視点に

立った指標と５年後の目標値を設定いたしています。 

 （１）のこどもについては、「自分の事が好きである」という自己肯定感や「自分は幸

せであると思うか」という幸福感、「将来に目標や希望があるか」という人生を豊かにす

るための項目を選びました。これらは、今回も実施した子育て支援に係るアンケート調査

の項目にあり、今後も変化が見られるものとなります。目標値については、全て過去の実

績の推移を踏まえた目標値とさせていただいております。 

 （２）の若者については、これまで成果を測定する指標がないことから、新規に設定す

ることといたしました。その指標と目標値の設定のよりどころとしては、しろいこどもプ

ランは、国が策定したこども大綱を勘案したものとしているため、同大綱で主に若者の指

標として設定されている２項目を設定とさせていただきました。 

 一つ目は、自分の希望する社会生活や日常生活を円滑に送ることができている若者の

割合ということで、これは、めざす姿の若者のところにも記載しているように、自身の価

値観や生き方を持ち、自身が希望する進路を実現できていれば、このような割合が増える

ものと考え設定とさせていただきました。 

 二つ目の自分の将来に明るい希望がある若者の割合は、こどもと同様、この先の人生に

対しても目標や希望を持って、人生を豊かにするような状態であるかを設定とさせてい

ただきました。 

 なお、現状値と目標値については、国の調査によるものと同様の設定としております。

５年後、市がこの項目でアンケート調査を行い、市の現状値と目標値に乖離があれば、修

正等を行っていく必要があると、この先考えてはおります。 

 （３）の子育て当事者については、一つ目の「妊娠、出産について満足しているか」に

ついては、家族、子どもを持ったことについて満足していれば、めざす姿にある子どもを

育てる喜びや子どもが自身で育っていく喜び、ひいては、子育て当事者の幸せに繋がると

いうことを考え設定いたしました。二つ目、三つ目についても同様で、不安や負担感を感

じることがなく、また、気軽に相談できて、支援していただける人がいれば、子どもと子

育て当事者の幸せに繋がるということで設定をさせていただきました。これは、全て市の
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アンケート調査で行っており、推移が見られるものとなります。目標値については、目標

値設定の考え方に記載したとおりとなっております。 

 また、この大きな成果という目標値を目指すに当たり、先ほど御説明いたしました各施

策に連なる事業が102事業あります。この102事業については、116ページに記載された目

標を目指すための取組となりますので、今後、この計画の進行管理を行っていくため、事

業それぞれに活動指標を設け、毎年度その活動に近づけているかの評価をしていきたい

と考えております。 

 以上で第７章、第８章の説明を終わります。 

○委員長 御説明ありがとうございました。 

 それでは、第７章、第８章のところにつきまして、御質問とか分からないところがあり

ましたら、教えていただきたいと思います。 

 ここの第７章、第８章以外でも、前の部分でも何かあれば、ぜひお願いしたいと思いま

す。 

 今日まだ御発言いただいていない方もあるので、もしよければ一言ずつ何かお話しし

ていただければと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

 ありがとうございます。●●委員、お願いします。 

○委員 最後の下のところで、私には３年生の子もいるのですけれども、あと中学生と６

年生で、多分このこどもにかかる目標・指標、最初のアンケート、小学校５年生と中学校

２年生に取ったと思うのですけれども、自分の子が、どの学年で取るかは分からないので

すけれども、多分、中学校２年生ぐらいのときに、きっと自分の子がどう思うかというと

ころを話しているのだなと思ったときに、子どもが自分のことを好きと言えるかなとす

ごく思って。今から、多分子どもにこういうことを話しているとか、こういう授業がある

ということを知らせるというので、今、中学校、小学校って、授業何かあるよというお知

らせとかが、全部、親に対するＬＩＮＥの移行化になっていて、子どもがたとえ親に渡す

ため、お母さんたちに渡してねと言って、もらってくるものでも、目を通さない可能性が

あるなというのが、この１年ぐらいで思っていていたのです。せっかくすてきなお手紙で、

こういうことがあるよとか、子どもに知らせたい授業みたいなのを多分お母さんたちが

ぱっと開いて、そこで見て、後で見せようと思うかといったら、多分思わないというか。

私は見せるのですけれども、見せない方のほうが多分多くて。だから、もっと子どもたち

に直接目を通してもらえるような発信の仕方をしてもらえたらいいなというのは思いま

した。 

○委員長 ありがとうございます。 

 これに関しては、いかが思われますか。 

○事務局 御意見ありがとうございます。こども、若者に発信するという点では、この素

案のこどもプランとしては、ページ数が多いなどから、目を通してもらうことが難しいと



 - 20 - 

いうところもありますので、わかりやすい形で「こども版」も作成していく方向としてい

ます。先ほどの情報発信についても、これまでの子育て当事者目線だけではなく、こども、

若者目線の情報が必要かと思いますので、そちらも併せて検討していきたいと思います。

○委員 ありがとうございます。 

○委員長 ありがとうございます。あと、逆に子どもがちゃんとそういうのを認識すれば、

子どもが若者になった、親になったときに、こういう制度があったよねとかいうことも分

かると思うので、小さいときから、学校の先生がいらっしゃるので、学校教育の中でも、

何かこういう制度があるよとか、市長がみんなに話を聞きたいと言っているのは、実は、

こども基本法というのがあって、だから、みんなの意見をわざわざ聞いているのだよとい

うようなことを、やるときには、ちゃんと子どもたちに伝えて、それを実施してもらうの

ともらわないのは、多分、全然意味が違ってくると思うので、その辺の子どもに対する周

知と、実際に伝えていくのというのは、両方必要かなというのは感じるところではあると

思います。 

 ●●委員、何か言いたそうなので。 

○委員 言いたそうというわけでもないのですけれども、ほかの自治体で教育委員会に

ちょっと関わったり、現場を視察させていただく機会が多い立場ではあるのですけれど

も、学校の先生方が学ぶ時間があるのかなというのが率直なところ。こども基本法である

とか、子どもの人権は相当浸透してきていますけれども、基本法であるとか、大綱である

とか、今の現在の政策の流れとかをいくら、うちは東京都なのであれですけれども、都の

研修とかあったとしても、その時間ってないよねというのが根本的な課題としてあると

思っております。 

○委員長 ありがとうございます。 

 せっかくなので、●●委員と●●委員も御意見頂戴したいと思うのですけれども、実際

に何かそういうことを学ぶ機会があるのかとか、子どもたちに特にそういうことはない

とか、あるとかいうことも含めて、何か関わることがあれば、お話しいただければ幸いで

す。お願いします。 

○委員 今、法律を学ぶ時間があるのかと言われれば、はっきり言って、ないと言うしか

ありません。先ほどアウトリーチという話があったときに、何を感じたかというと、それ

は差し出されるのを待っている子どもを学校で育てていると思いました。だから、自分か

ら情報を取りに行くような子どもを学校で育てていかなくてはならないと思いました。 

さて、基本的にこの白井市の計画されているこのプランについては、非常に幅広く、い

ろんな意見を丁寧に吸い上げた施策が並んでいることにまず敬意を表したいと思います。 

 ただ、新規事業が14あって、それに伴う人員の配置や予算がしっかりとなされているか

という心配があります。人員不足であり予算は減額された状況であると推察します。更に、

どこまで都道府県とか市町村レベルでやるべきことなのか、ということを感じました。学
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校は教職員がやるべき業務の整理は進んではいますが、未だに自治体は様々な要求があ

り、その全てを実行することが求められている気がします。具体的な施策に言及すること

は差し控えますが、この会議では、結果が出る施策を絞り、その施策の具体策を検討する

場にした方が良いと感じます。  

更に、立ち入った話で大変恐縮なのですけれども、同じような内容の会議にも出してい

ただいています。この準備も本当に大変なことだろうと思います。多少目的が違うのかも

しれないのですけれども、こういった会議も整理されて、実際の施策の実行のところに時

間をかけることが白井市民のためになると感じました。特にこれについて事務局さんか

らの回答は求めません。もし検討する価値があると判断されたら、部内、課内で検討して

いただけるとありがたいと思います。以上です。 

○委員長 ●●委員、ありがとうございました。この時間も、ある意味、皆さんの時間を

頂いてしているわけなので、さっき言ってくださった何を本当にやりたいのかという強

弱というのですか、そういうのをつけるというのはなかなか、でも市役所は難しいところ

ではあるのかなと思ったりもしますが、また御相談させていただいて、会議の運営の仕方

は、もう少しよりよくできるように、こちらも努力したいと思います。よろしくお願いい

たします。ありがとうございました。 

 それでは、●●委員、お願いしてもよろしいですか。 

○委員 学校の先生がどれだけ、例えば県の場合ですと、県の施策ですとか、いろんなと

ころでいろいろ下りてきているものについて、学校の職員がどれだけ見ているのかとい

ったら、多分見ていないです、ほとんど職員が。どういうことを県の上層部求めているの

かということも分からないと、現場のことだけを一生懸命やっている状況であるという

ことは、そういう状況が続いているのかなというのは思いますけれども、こういったもの

があるのだよということを当然伝えていけば、それに関心を持つ職員、当然いると思いま

すので、そういった僅かな人間かもしれませんけれども、そういった方の力を借りて、い

ろんなことを進めているのかなってところがあります。 

 あと、高校生の立場として、先ほど高校生が何かいろんな恋愛の仕方とか、そういった

ことをどこかの自治体がやられているというような形でお伺いしたのですけれども、そ

ういった形で、少しでも協力できることがあるのであれば、高校生幾らでも協力させてい

ただきますので、お話いただければ、どういった話になるかは分かりませんけれども、協

力する立場はありますので、おっしゃっていただければ、ぜひ協力したいと思っておりま

すのでという形です。 

○委員長 どうもありがとうございました。●●委員、お忙しくていらっしゃるとは思う

のは、重々こちらも承知の上なのですけれども、何か例えばヤングケアラーさんとかを見

つけたりすることがあったりすれば、こういうことがあるからとかとつなげていただけ

ればありがたいなと思います。ありがとうございます。 
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 次は、●●委員、いかがですか。 

○委員 このプランの内容とかについてもよろしいですか。 

○委員長 もちろんです。 

○委員 一番最後の本計画の目標・指標の中で、私の素人目になりますが、説明あった中

で、ほかは大体、改善目指そうとしている中、（３）の子育て当事者かかる目標・指標の

一番上ですか、妊娠・出産について満足している者の割合について、これだけ現状維持が

目標になっているのですけれども。考え方としては、過去の実績値の推移を踏まえた現状

維持としたという、ここについて詳しく説明を聞きたいのですけれども。これ以上上がる

余地がないということなのか、下がっていく中で現状維持していれば十分だよねという

範囲なのか、ここについては、もっと上げていこうというふうな感じではないのかという

ところについて、説明していただけると助かります。 

○委員長 事務局の方、よろしくお願いいたします。 

○事務局 過去の実績の中で最大値が令和５年度の８７％となり、実績の中でも突出し

た値であったため、この８７％を維持する形としたものです。 以上です。 

○委員 ありがとうございます。 

○委員長 よろしいですか。ありがとうございました。 

 次は、●●委員、もし何かあれば、なければそのままで構いませんが、いかがですか。 

○委員 ありがとうございます。私は、この資料が送られてきたときに、こんなに分厚く

て、すごく考えてくださっているのだなと思って、感謝いたします。ありがとうございま

す。 

 今後の打ち出し方についても、これ全てやるとなると、全方位になると思うのですけれ

ども、先ほどの方もおっしゃっていたかもしれないのですけれども、白井といえば、これ

みたいな形で打ち出したほうが、人口減に関することの解決には少しつながりやすいの

かなと思うので、やるはやるでいいと思うのですけれども、打ち出し方の工夫とかはされ

たほうがいいのかなと感じました。ありがとうございました。 

○委員長 ありがとうございました。 

 続いて、●●委員、いかがですか。 

○委員 ありがとうございました。本当に白井に住んでいながら、こんなにたくさんの事

業があるというのは、市民でも分かっていない部分もあるので、周知の大切さということ

を感じます。 

 学校教育、私も気になるのですけれども、民間との連携を強く私は訴えたいです。先生

方、本当に忙しくて、保護者の方が知っていらっしゃるような事業も、学校の先生が知ら

なかったりする場合もあります。それは残念だとは思いますので、手が回らない、民間と

の連携ということを強く考えていただきたいなと思います。ありがとうございました。 

○委員長 ありがとうございました。 
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 次は●●委員、いかがですか。 

○委員 資料が届いたときに、この分厚いものを作成、読むのも結構大変だったのですけ

れども、これを作るのも大変だったのだろうなというところは思っております。 

 感想みたいな感じにはなっちゃうのですけれども、最後に116ページの本計画の目標・

指標のところでは、現状値と目標ということで数値の目標が立っているのですけれども、

それ以外のところでは、こういう事業をやっていきますというようなところで、何か目標

みたいなもの、市としては、このぐらいを目指しますみたいな目標というのを何か数値で

具体的に出ているものがあんまりなかったように見えていて。だから、例えば人を増やし

ますとか、何かこういうことを支援しますとなると、予算とかがかかるもので、なかなか

書きづらいのかなというところはあるとは思うのですけれども、プランとして、こういう

ことを白井としてはやっていくのですというところで、数値の目標みたいなものをもう

少し見えたらよかったかなというふうには思いました。 

 以上です。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

 ●●委員、いかがですか。大丈夫ですか、聞いても。 

○委員 特にないのですけれども、ただ、大学教員の立場もありながら、いろんな学校さ

ん見させていただく中で、中学校と民間の共同って、多分本当に難しいなというのを今、

●●委員のお話を聞いて思っていて。何ら就業時間が16時45分、この時間、ちょうどジャ

ストタイムですね、で終わりなのですよね。その後に保護者対応とか入っていくと７時、

８時になって、翌日の授業もまたある。非常に難しいなと思います。結構抜本的な改革が

必要な提言だなというふうに受け止めて、私も持ち帰って考えようかなとも思いました。

ありがとうございます。 

○委員長 ありがとうございました。 

 それでは、●●委員、いかがでしょうか。 

○委員 私は、このこどもにかかる目標・指標、ここのアンケートの結果なのですけれど

も、自分のことが好きであるという答えが57.8％って、これ絶対大人が考える意味の好き

嫌いではなくて、子どもが好きかって聞かれたら、私、太っているから嫌だとか、私、目

が小さいから嫌だとか、それから、また鼻が低いから嫌だとか、そういうことも含めての

嫌いであるというのが絶対入っているんじゃないかなというふうに思います。その下に

ある将来のこととかは73.3％、このアンケート自体の作り方が、前にも思いましたけれど

も、間違っているかなという意見。そういうところも付け加えていったほうがいいと思い

ます。 

 それと、80番というのがさっきあったのですけれども、計画の中で、ここの中で家児相

と、私は民生委員からここに出ていますので、民生委員の立場としては、自分たちが地域

で拾い上げたことを保健師、家児相とかいろんな方と相談をして、生活に困っている方と
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か、いろんなことで困っている方のところに直接動いていくのですけれども、さっきそう

いう必要としている方に届いているかというお話がありましたけれども、私たち民生委

員は、届いているというふうに思って活動しています。 以上です。 

○委員長 どうもありがとうございました。私が言ったことで御気分を害されたかと思

います。いつも御協力いただきまして、ありがとうございます。 

 ●●委員、いかがですか、大丈夫ですか。ありがとうございます。 

 最後に私、１点だけ確認したいことがあるのですけれども、116ページの（２）の若者

にかかる目標・指標のところで、現状値51.5％とか書いてあるのですけれども、出典が新

規設定と書いてあって、ほかのところは多分、現状値は白井のことだと思うのですけれど

も、ここの新規設定と書いてあるということは、白井のどことも書いてないので、この

51.5％とか66.4％というのは、どこのことを指しているのかだけ御確認させていただき

たいのですけれども、よろしいですか。 

○事務局 116ページの（２）の若者にかかる目標・指標についてなのですけれども、こ

れまで、このような指標のアンケート調査を行っていないということから、今後、白井市

でも国のこども大綱に沿ったこの指標により新たにアンケートを実施していきたいとい

うものになります。目標設定については、これまで市のアンケート実績がありませんので、

これも国のこども大綱に沿った目標値とさせていただいております。そして、現状値につ

いても、国が実施したアンケート調査の現状値を記載しています。しかし、過去に市とし

てアンケート調査を実施おらず、白井市としての現状値ではないというところで、混乱さ

せてしまっており、申し訳ありません。 

○委員長 そうですね。ほかは白井市のアンケート結果で、ここだけ国だったら、逆に、

現状値のところにその数値を書いていいのか、もしくは、書くとしても国の基準とか、何

かどうなのですかね、その部分、何か。 

○事務局 市としてアンケートの実績、現状値がないので、アンダーバーの表示でも良い

など、皆さんに御意見頂ければ、そのような方向で修正をさせていただければというふう

には思っております。 

○委員長 皆様に伺いたいのですけれども、これは今、国の基準が現状値としてパーセン

トが入っているので、このままはどうなのかなというのは、今、私お話しさせていただい

たのですけれども。変な話、このまま書く、あとは、アンダーバーで出典を書く、それか、

ここの現状値はなしにして、まだ取っていないので、出典のところには、そこに明記する

というような形のどれかに取りたいと思うのですけれども。 

 すみません、挙手で伺いたいのですが、まず、このままにするが１個目。２個目は、現

状値をアンダーバーにする。そのぐらいですかね。三つ目は、このまま数値を出典のとこ

ろに書くかと。ちょっと違っちゃうような気もするので、１番と２番でしたい。このまま

にするか、現状値をアンダーバーに。書かない。国のものなので、これは書かないとする
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か、どちらがいいですかということなのですけれども、多数決を取らせていただいてもい

いですかね。 

○委員 多数決を取ったら、それが決まるのですか。それとも、あくまでも事務局さんの

参考にしてくださいということですか。 

○委員長 どっちが。 

○事務局 御意見を参考に検討させていただきたいというふうに考えています。 

○委員長 委員、ありがとうございます。 

 では、一応、この委員会の意見として事務局に申し上げるということでよろしいですね。

それでさせていただきたいと思います。 

 このままでいいと思う方、手を挙げていただいてもいいですか。 

 ２個目の現状値をアンダーバーにするというのでいいと思う方、手を挙げていただけ

ますか。 

 ありがとうございます。アンダーバーということで、一応この会の意見としては、こう

させていただきます。山本委員、ありがとうございました。すみません。 

○委員 ただ、アンダーバーで私もいいと思うのですけれども、よりどころとなる数字が

全部消えちゃうのもどうかなと思うので、欄外とかに米で小さく、国では何とか、何％と

かと書くのがいいかなと。 

○委員長 例えば、出典のところにということですかね。 

○委員 そうですね、出典のところに米で、国ではこうです。 

○委員長 国では51.5％みたいなことを参考のために記入するみたいな感じで。 

○委員 目標を国のから出していると。 

○事務局 そうです。 

○委員 だとしたら、出典に※で書くのがいいかなと思いました。 

○委員長 そういう意見もあるということで、先に進みます。 

○委員 もし欄外に書くとしたら、例えば、地域偏差であるとか、人口の偏りであるとか

を加味しなくてはならないとなると、統計学上、相当ずれが出てくる話になってしまうの

で、そこは再度検討していただく必要があるかなと思うのですよね。６万6,000人の都市

と、練馬区だったら70万人いるわけですよ。それ自体も母数が違って、表の総数も変わっ

てきたりとかするので、そういう地域の偏りも加味しないと数値のズレは防げないので

すよね。そこのあたりをもう一回考えていきたい。 

○委員長 検討していただきましょうか、事務局。それでもよろしいですか。一応、こう

いう御意見があったということで、事務局のほうで、もう一度そのことも踏まえて御検討

いただくという形で皆さんよろしいですかね。 

 そうさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 皆様の御意見を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。これで大丈夫で
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すかね。長い時間ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして、令和６年度第２回目の子ども・若者育成支援協議会の会

議を閉会いたします。皆様、御協力いただきまして、ありがとうございました。 


